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消
防
署
で
は
、
一
刻
を
争
う
消
火
活
動
に
支

障
な
く
消
防
用
井
戸
や
消
火
栓
を
使
用
で
き
る

よ
う
、
消
防
自
動
車
を
使
用
し
た
維
持
・
管
理

な
ど
の
点
検
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

　
点
検
に
伴
う
大
き
な
音
や
排
水
な
ど
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
火
災
が
発
生
し
た
と
き
に
大
切

な
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
の
重
要
で
必
要
な

業
務
で
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
行
田
市
消
防
署
☎
5
5
0
―

2
1
2
3

　
本
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
の
教
訓
、
社

会
情
勢
の
変
化
、
埼
玉
県
地
域
防
災
計
画
の
改

訂
な
ど
か
ら
、
行
田
市
地
域
防
災
計
画
の
改
訂

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
本
計
画
の
改
訂
に
当

た
り
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集

し
ま
す
。

▼
公
表
時
期
お
よ
び
意
見
募
集
期
間

　
9
月
24
日
㈪
～
10
月
19
日
㈮

▼
公
表
場
所　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
防
災
安
全

課
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

▼
応
募
方
法　

住
所
、
氏
名
（
法
人
や
団
体

の
場
合
は
名
称
と
代
表
者
の
氏
名
）、
電
話

番
号
を
明
記
の
上
、
本
計
画
に
対
す
る
意

見
を
記
入
し
た
書
類
（
様
式
自
由
）
を
持

参
、
郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵
送
】
〒
3
6
1
―

8
6
0
1 

行
田
市
本
丸
2
―
5 

行
田
市
防

災
安
全
課
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
5
5
6
―
2
1
1
7

【
Ｅ
メ
ー
ル
】bosai@

city.gyoda.lg.jp

▼
そ
の
他　
意
見
提
出
に
係
る
個
人
情
報
は
、

本
業
務
の
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
提
出
さ
れ
た
意
見
な
ど
の
原
稿
の
返

却
お
よ
び
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
防
災
担
当
（
内
線

2
8
2
）

▼
日
時　
10
月
17
日
㈬
午
後
2
時
開
会

▼
場
所　
「
み
ら
い
」
文
化
ホ
ー
ル　

▼
内
容　
地
域
安
全
功
労
者
お
よ
び
団
体
の
表

彰
、
防
犯
活
動
事
例
の
発
表
、
多
田
そ
う
べ

い
さ
ん
（
元
殿
さ
ま
キ
ン
グ
ス
）
に
よ
る
防

犯
講
演

▼
入
場
料　
無
料　

▼
問
い
合
わ
せ　
防
災
安
全
課
防
犯
対
策
担
当

（
内
線
2
8
3
）
ま
た
は
行
田
市
防
犯
協
会

☎
5
5
3
―
3
5
3
1

消
防
水
利
点
検
に
ご
協
力
を

行
田
市
地
域
防
災
計
画（
改
訂

案
）
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

行
田
市
防
犯
の
ま
ち
づ
く

り･

暴
力
追
放
市
民
大
会

　本市では、暴力団を排除して、安心で安全に暮らせ
る環境をつくるため「行田市暴力団排除条例」を制定
し、7月1日から施行しています。
条例の目的
　市と市民・事業者が連携の下、暴力団を排除し、市
民生活や社会経済活動の健全な発展に寄与することを
目的とします。
条例の概要
1 基本理念
　「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」
「暴力団を利用しない」

2 市の責務
　　市民や事業者の協力を得ながら、関係機関および

団体などと連携を図り、暴力団排除のための施策を
総合的に進めます。

3 市民などの責務
　　自主的かつ相互に連携

して、暴力団排除のため
に取り組みます。また、
事業者は事業の実施が暴
力団の利益とならないよ
うにします。

▶問い合わせ　防災安全課
防犯対策担当（内線283）

　行田警察署と行田市防犯協会では、犯罪を起こさせ
ない市を目指し、「防犯あるところに犯罪なし」をスロ
ーガンに「防犯寺子屋」を開設します。寺子屋で防犯
を勉強しませんか。

▶時　　間　午前10時～11時20分
▶場　　所　行田警察署1階訓示室
▶対　　象　市内在住の方※過去に受講した方は除く
▶定　　員　 30人（先着順）
▶主　　催　行田警察署、行田市防犯協会
▶参 加 費　無料
▶そ の 他　修了者には修了証書と記念品を授与
▶申し込み・問い合わせ　 9月30日㈰までに直接また

は電話で同署生活安全課防犯担当☎553―0110

行田市暴力団排除条例を制定しました

回 期　　　日 内　　　容

1 10月20日㈯ ・開所式
・日常生活に身近な犯罪について

2 11月17日㈯ ・街頭犯罪の状況と被害防止につ
いて

3 12月15日㈯ ・振り込め詐欺の実態と被害防止
について

4 平成25年1月26日㈯ ・少年非行の現状と健全育成につ
いて

5 平成25年2月16日㈯ ・空き巣など侵入窃盗の現状と被
害防止について

6 平成25年3月23日㈯ ・身近な犯罪について
・修了式

「行田市暴力団排除条例啓発
キャンペーン」活動の様子

「防犯寺子屋」を開設します
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県
内
で
は
、
1
月
か
ら
6
月
ま
で
の
間
で
55

件
の
ト
ラ
ク
タ
ー
の
盗
難
事
件
が
発
生
し
ま
し

た
。
特
に
県
北
部
、
県
東
部
で
多
く
、
季
節
を

問
わ
ず
発
生
し
て
い
ま
す
。
不
審
者
を
見
つ
け

た
ら
1
1
0
番
通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。

盗
難
を
防
ぐ
た
め
に
は

・
ト
ラ
ク
タ
ー
を
ほ
場
に
放
置
せ
ず
、
格
納
庫

に
し
ま
う
。

・
格
納
庫
に
は
鍵
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
、
警
報

機
な
ど
を
取
り
付
け
る
。

・
ト
ラ
ク
タ
ー
に
ハ
ン
ド
ル
ロ
ッ
ク
を
付
け
た

り
、イ
モ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
を
搭
載
し
た
り
す
る
。

▼
問
い
合
わ
せ　
埼
玉
県
農
林
部
農
業
支
援
課

☎
0
4
8
―
8
3
0
―
4
0
5
0

　
家
庭
や
事
業
所
な
ど
で
井
戸
水
を
使
用
し
、

そ
の
排
水
を
公
共
下
水
道
に
流
し
て
い
る
場

合
、
下
水
道
使
用
料
が
掛
か
り
ま
す
の
で
、
使

用
開
始
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
井

戸
水
の
使
用
者
や
使
用
人
数
な
ど
の
変
更
、
井

戸
の
使
用
を
休
止
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に

下
水
道
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
下
水
道
事
業
は
、
下
水
道
使
用
料
で

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
共
下
水
道
を
使
用
し

て
い
る
方
は
、
使
用
料
を
期
限
内
に
納
入
す
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　
同
課
業
務
担
当
☎
5
6
4
―

0
3
0
3（
前
谷
1
―
1
・
水
道
庁
舎
内
）

　

国
民
の
就
業
お
よ
び
不
就
業
状
態
を
調
査

し
、
全
国
お
よ
び
地
域
別
の
就
業
構
造
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
就
業
構
造
基
本
調
査
を
10
月

1
日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。
こ
の
結
果
は
、
国

や
都
道
府
県
な
ど
の
雇
用
政
策
、
経
済
政
策
な

ど
各
種
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ

れ
ま
す
。

▼
調
査
対
象　
次
の
地
域
の
一
部
で
す
。

　
城
西
2
丁
目
、
中
央
、
大
字
小
見
、
佐
間
2

丁
目
、
持
田
2
丁
目
、
大
字
持
田
、
門
井
町

2
丁
目
、
大
字
北
河
原
、
大
字
白
川
戸
、
大

字
下
須
戸
、
大
字
長
野

▼
調
査
方
法　

①
9
月
下
旬
ご
ろ
、
埼
玉
県
知
事
か
ら
任
命

さ
れ
た
統
計
調
査
員
が
、
対
象
世
帯
を
訪

問
し
、
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

②
後
日
、
記
入
し
た
調
査
票
を
調
査
員
が
直

接
回
収
し
ま
す
。

▼
注
意　
統
計
調
査
員
に
な
り
す
ま
し
て
個
人

情
報
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
「
か
た
り
調

査
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
調
査
員
は
顔
写

真
付
き
の
調
査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

写
真
付
き
の
「
調
査
員
証
」
の
提
示
が
な
い

な
ど
不
審
に
思
っ
た
場
合
や
、
電
話
に
よ
る

問
い
合
わ
せ
に
不
審
な
点
を
感
じ
た
場
合

は
、
企
画
政
策
課
統
計
担
当
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
そ
の
他

・
記
入
し
た
調
査
票
は
統
計
を
作
る
た
め
だ

け
に
使
用
さ
れ
、
ほ
か
の
目
的
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
調
査
員
や
調
査
関
係
者
が
、
調
査
で
知
り

得
た
情
報
を
ほ
か
に
漏
ら
す
こ
と
は
法
律

で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
統
計
担
当
（
内
線

3
1
0
）

狙
わ
れ
て
い
ま
す

あ
な
た
の
ト
ラ
ク
タ
ー

井
戸
水
に
も
公
共
下
水
道

の
使
用
料
が
掛
か
り
ま
す

平
成
24
年
就
業
構
造
基

本
調
査
を
行
い
ま
す

▶出願期間・試験日・合格発表

▶募集人数

※申し込み方法など詳細は加須農林振興センターまたは埼玉
県農業大学校に問い合わせください。

▶問い合わせ　同センター☎0480―61―3911または同校
☎049―285―4984

※農林振興センター所長の推薦を受ける場合は、9月14日㈮
までに加須農林振興センター新規就農・法人化担当に申し
出てください。

※一般前期入試で定員が満たされた専攻は、後期試験を行わ
ない場合があります。

▶試験方法

科名 区分 出願期間 試験日 合格発表

基本
技術科

推薦入試
（指定校推薦入試） 10月1日㈪～12日㈮ 10月24日㈬ 11月2日㈮

一般
前期 平成25年1月4日㈮

～11日㈮ 平成25年1月23日㈬ 平成25年2月1日㈮

後期 平成25年2月12日㈫
～20日㈬ 平成25年2月28日㈭ 平成25年3月8日㈮

高度
技術科 一般

前期 12月3日㈪～14日㈮ 平成25年1月23日㈬ 平成25年2月1日㈮

後期 平成25年2月12日㈫
～20日㈬ 平成25年2月28日㈭ 平成25年3月8日㈮

科名 コース 定員

基本技術科

野　菜 35 人

80 人
花植木 15 人
畜　産 　5 人
実　践 25 人

高度技術科 ― 5 人

基本技術科

⑴推薦入試　小論文、面接
⑵一般入試　国語※、数学Ⅰ※、小論文、面接（た
だし、実践コースは　小論文と面接のみ）
※野菜コースなどの受験者で、日本農業技術検定３
級以上取得者は、国語、数学Ⅰが免除されます。

高度技術科 学習計画書「取り組む学習テーマ、課題、内容」、
面接

彩の国 埼玉県農業大学校彩の国 埼玉県農業大学校平成25年度

学　生　募　集学　生　募　集

就業構造基本調査


